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コンサルティング事業の活動報告について

第９回トラック輸送における取引環境・労働時間改善新潟地方協議会
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本事業の概要
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１.コンサルティング事業実施の「背景」 と「目的」
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協議会の推進体制

新潟県地方協議会

中央協議会

××県地方協議会 ××県地方協議会

コンサルティング事業 コンサルティング事業コンサルティング事業

対
象
集
団

対
象
集
団

××県地方協議会

コンサルティング事業

対
象
集
団

■背景
トラック運転者は、他業種の労働者と比較して長時間労働の実態にあり、労働基準関係法令違反が高水準で推移し、
また脳・心臓疾患の労災支給決定件数が最も多い職種となっているなど、労働条件の改善が喫緊の課題となっている。
これら背景として荷主都合による手待ち時間の発生など、取引上の慣行から労働時間の短縮が進まない等の問題が
挙げられる。

■目的
この背景を踏まえ、荷主及び貨物運送事業者が協力しながらトラック運転者の労働時間短縮を目指す実証実験を
行い、改善モデルの蓄積、及びその成果の業界全体への波及を目的として本事業を実施する。

パイロット事業実施の「背景」と「目的」

対
象
集
団
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2.コンサルティング事業の 「実施ステップ全体像」
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『Ｂ実態調査』に向けた準備

■実態調査に向けた準備の依頼
・チェックリストの回答依頼

・データ分析で使うデータ準備依頼

・疲労蓄積度ﾁｪｯｸﾘｽﾄの回答依頼

■運行基本情報の共有
現状の運行基本情報を整理し、
対象集団全員で共通認識。
＜運行基本情報＞
・輸送ﾈｯﾄﾜｰｸ図
・運行車数 ・車種

6月
A．実態調査準備フェーズ

7月中旬～
B．実態調査・要因分析フェーズ

「チェックリスト」の分析実施
a 遵法度
改善基準告示等の
ルールが遵守できてない項目

b 拘束時間業務区分別 労働時間
長時間化が常態化している業務区分

(作業・手待ち等)

c 労働時間に関わるルールの知識
改善基準告示等の認識度

10月中旬～
Ｄ．実証実験実施・評価フェーズ

8月下旬～
C．改善策決定フェーズ

詳
細
実
態
調
査
結
果
の
共
有

実証実験

データ収集・分析
実験中に、改善策の
「評価指標」を算出

■対象集団企業が
データ収集

■富士通総研が分析

実
験
終
了
後

ア
ン
ケ
｜
ト
※

実
施

チェックリスト
回答

チェックリスト
配布

［富士通総研の内部作業］

②過去事例の調査・整理

①チェックリスト分析 ＆ データ分析
＆ 疲労蓄積度自己診断チェックリスト

a 物流業界に拘らない
労働時間抑制の好事例を調査・整理

実証実験
の

運用企画

改善策
評価の

仕組み検討
「評価指標」
設定

改
善
策
の
決
定

データ準備
準備データ
ファィル配布

「 デ ー タ 分 析 」 の 実 施
チェックリスト
回答

チェックリスト
配布

第5回打合せ
(’19/1/25)
■実証実験
評価結果の
共有

第1回打合せ
(6/22)
■活動の全体ステップを説明
■富士通総研の実態調査実施に向け
対象集団に準備を依頼
・チェックリストの回答
・データ分析のデータ準備
・疲労蓄積度自己診断ﾁｪｯｸﾘｽﾄの回答

■運行基本情報をヒアリング

改善施策
アイデア出し

■実態調査・分析
結果共有
（事前共有）

第2回打合せ
(7/25)
■実態調査・分析
結果共有
■改善の方向性の
検討/合意
■改善施策アイデア
の共有

■改善施策の検討

第3回打合せ
(8/28)
■改善施策アイデア
の具体化

■改善施策の決定
■実証実験
運用企画/時期等

「疲労蓄積度チェックリスト 」の分析実施

・効果度
・緊急度
・即効性
(含：汎用性)

【

対
象
集
団
と
の
打
合
せ

】

実証実験推進

第4回打合せ
(10/5)
■実証実験
評価結果の
共有
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新潟県事業の検討内容
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新潟県における運行基本情報
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発荷主

元請運送業者

実運送業者

着荷主

高
速
道
路
併
用
で
約
7

～
8

時
間
で
配
送

・ドライバーが担当

倉内作業

販
売
先
へ

※1 当日、増便だけでなく、減ることもある

生産

① 出荷場

出荷準備

②

配送依
頼受付

③

依頼受付

④

積荷

・積荷はドライバーが担当
・繁忙期には2ヶ所積も有（製造ライン別）
・台数多い時、当日増便の場合には
には入り待ち時間が発生する（午後に集中）

配送当日

⑤

⑤

着荷

⑥

着
予
定
と
出
荷
日
を
連
絡

受入準備 積み下ろし

⑦

⑧

⑨

：モノの流れ ：情報の流れ

FAX

配送依頼

配送依
頼受付

依頼受付

配送依頼

FAX

⑧
⑩

⑪

⑫ ⑬ ⑭
朝方

前日夕方 ／毎日(▲土日)

輸送依頼

当日増便
依頼※1

FAX
FAX

出荷指示

出荷情報

荷姿：カートン

パレットから
トラックに直積み

運行の概要 積載商品 納入便数／日 ( ≠  車数／日 ) 納入サイクル 荷扱い作業

発荷主⇒着荷主
(新潟) (名古屋)

●米加工品 倉庫への納入便数／日＝？便/日 毎日(▲土日) 全てドライバー
※パレットで仮置されている商品を、手積にて実施。

検討対象
部分
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ご参考）時間帯別の検討対象業務

前日PM 当日AM 当日PM 翌日AM 翌日PM

積荷・出荷

配送

入荷

最終顧客

約10時間

依頼

手配

輸送(運転) 休息

仕分・出荷

積荷

Copyright 2019 FUJITSU RESERCH INSTITUE6



実態調査の「３つのアプローチ」
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実 態
調 査

チェックリスト

【自己診断チェックリスト】
荷主 / 運送業者
それぞれアンケートにて回答。

アンケート項目は下記。
■問題となりそうな部分の洗い出しし
■発生原因と解決の方向性 等々

現場視察
※配布資料の写真は回収させて頂きます

データ分析

【データ分析】
運送業者での運行実績データを確認。

業務区分(拘束・運転・荷扱・荷待時間)

ごとに労働時間の実態がどうなっているか
を確認。

【アプローチ ②】【アプローチ ①】

【アプローチ ③】

眼で確認
(ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸ)

各社の

「思い」を
確認

「データ」
主義

改善方策 検討

問題点の洗出し・整理

実態調査は３つのアプローチで実施し、改善方策検討につなげます。

アプローチ①：チェックリスト アプローチ②：データ分析 アプローチ③：現場視察
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実態調査から見えた「主要問題」と「発生原因」の整理と施策案
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主

要

問

題

想定
原因

「拘束時間」に関わる問題
「荷扱作業」に関わる問題 「待ち時間」に関わる問題

デ

｜

タ

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

積込、卸しに大幅な時間が発生

■荷役作業平均 4時間25分

積込、卸しに大幅な時間が発生

■チェックリスト
積地・卸地の計で最大4時間

改善基準告示遵守の苦慮

１日拘束時間
16時間近くになる可能性

↓

11運行中 3運行あり

改善基準告示遵守に苦慮

1日拘束時間：最大16時間

＜データからは読み取れず＞

注：積込、卸し両方で発生

積込、卸し時に待ち時間

平均：1~２時間

業
務
区
分
ご
と
に
診
て
み
る
と

［想定原因］

手積みによる荷役作業

ひと箱7~８Kgを1,200個前後
手積みで実施

［想定原因］

現状ルールでは、先着順

荷役に２時間かかり、回転率も
悪く、結果手待ちにつながる

施策
例

・人的支援 作業者の増員/荷役担当の設定
・機械化 パレタイズを実施し、フォークリフトで
積み下ろし。

・バース回転率の向上 ⇒ 荷扱施策に同じ
・バース予約や時間設定
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実証実験における実施施策検討
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施策検討

対象集団の皆さまから頂いた改善アイデアをもとにしたトラック運転者の
労働時間短縮に向けた施策を検討

施策候補

① パレットの利用 ⇒ 実証における施策として合意

② 出荷時間の指定

③ 横持 or 荷役の分担

④ 高速道路の利用 ⇒ 実証にて検証

Copyright 2019 FUJITSU RESERCH INSTITUE10



実施施策 パレットの利用

回答者(企業名) 削減を狙う時間 改善施策の概要 狙う効果

荷主 ①積込み時の待ち時間
②配送時の待ち時間

現状バラ積みのため、積み下ろしに時間がかかってること
から、パレタイズすることで、その時間を削減することが期
待できる。

現状１台当たりそれぞれ２~３時間
かかる積み下ろし作業の、各30分程
度への短縮化。

運送業者 ①積込み時の待ち時間 作業時間短縮 積込み時間の短縮、ドライバー負担の
軽減や協力業者の確保につながる。

パレット

・フォークで荷台まで荷上げ
・ドライバーが手で荷卸

・フォークで荷台まで荷上げし、
パレットのまま積載・配送

※パレットの段組み？

荷役時間の短縮

Copyright 2019 FUJITSU RESERCH INSTITUE11



実施施策 パレットの利用

課題 詳細 解決策(案)

パレット費用の負担 現状14型パレットを利用しているが、利用するには、標準パレッ
ト(11型)が望まししため、準備するための費用が必要となる

・費用負担者の検討

パレットレンタルの枚
数制限

パレタイザーを変更した場合は、すべてのパレットをそろえる必要
があるが、利用できる枚数に限りがある

・11型には、荷主の庫内作業として人による組み付けを行う。
・14型を直接利用する（受側確認）
・14型パレットで積込、荷卸しを手作業（半分だけ評価）
・荷台への乗せ方（1400×1100？）

パレット回収 パレット利用時の、受け側での保管および
パレットの回収の費用が必要となる。

・パレット利用の関係者への周知
・パレットの確実な回収

積載率の低下 パレットの容積分だけカートンが積めなくなり、一台当たりの配送
ケース数が減る

・便数の増加

積込み方法の検討
（２段積み等）

・パレタイズによる積荷のためのスタッキングの方法
（トラック荷台内什器の設置等）

・荷台内へのパレット積載用什器の設置（そのための購入）
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実証実験結果
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各実証実験結果のまとめ

現状 実証 削減時間 削減率(約) 備考

第1回 荷積み 120 60 60 50.0％

輸送 645
(10h45m)

430 215 33.3％ 高速道路利用

荷卸し 120 45 75 62.5％

計 885 535 350 39.5％

第2回 荷積み 120 60 60 50.0％

輸送 645
(10h45m)

645
(10h45m)

0 - 高速道路＋
一般道併用

荷卸し 120 45 75 62.5％

計 885 750 135 15.2％

第3回 荷積み 120 70 50 41.7％

輸送 645
(10h45m)

435 210 32.5％ 高速道路利用

荷卸し 120 50 70 58.3％

計 885 555 330 37.3％

Copyright 2019 FUJITSU RESERCH INSTITUE

単位 ：分
※1 ：荷積み、荷卸しの作業時間はヒアリングにてお伺いした内容(2時間くらい)を基準としました
※2 ：各回の輸送時間は第2回の一般道＋高速道路併用を基準としました
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実証実験の概要

 プレーヤー

 発：食品加工品製造業 (新潟県新潟市)

 着：倉庫業 (愛知県春日井市)

 特色

 トラックにデッキラックを設置

 フォークリフトを使用し、パレット積載

 実施概要：

 第1回

• 期間：2018年10月 1～ 2日

• 高速道路利用

 第2回

• 期間：2018年10月 4～ 5日

•高速道路、一般道併用

 第3回

• 期間：2018年10月11～12日

•高速道路利用

Copyright 2019 FUJITSU RESERCH INSTITUE15



第1回

 スケジュール

 13：30 工場受付 待機

 13：55 積み込開始

 14：55 積み込終了 積み込時間 １時間

 15：15 出発 新潟西I・C ～ 小牧I・C間高速使用
梓川SAで19：00～19：30休憩

 22：25 春日井市卸場到着

 8：00 荷卸し開始

 8：45 荷卸し終了 荷卸し時間 ４５分

Copyright 2019 FUJITSU RESERCH INSTITUE

10時間45分 120120

荷役(積下し)荷役(積込)

4560 7時間10分 ▲350分

走行時間(含：休憩時間)
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第1回

 その他 （問題点等、乗務員の感想）
• パレット２段積みの為、積荷の重心が高くなり走行中に大きな揺れを感じる。

• ラック自体も前後に揺れている気がするが、高速走行時においては特に運転に支障は無かった。

• 到着時に確認したが、積荷およびラックのずれはほぼ無かった。

• 荷卸し時にリフトマンとコミュニケーションをとり確実に誘導しないと破損の可能性があり。特に下の段については、高
さ・幅に余裕がなく特に注意が必要です。

Copyright 2019 FUJITSU RESERCH INSTITUE17



第2回

 スケジュール

 8：50 工場受付 待機

 9：15 積み込開始

 10：15 積み込終了 積み込時間 １時間

 10：35 出発 ８号線 ～ １１７号線 ～ １９号線 （一般道使用）
豊田飯山IC ～塩尻北IC 中津川IC ～ 小牧IC（高速使用）
津南町 ３０分 長野上松町 ３０分 休憩

 21：20 春日井市卸場到着

 8：00 荷卸し開始

 8：45 荷卸し終了 荷卸し時間 ４５分

Copyright 2019 FUJITSU RESERCH INSTITUE

10時間45分 120120

荷役(積下し)荷役(積込)

4560 10時間45分 ▲135

走行時間(含：休憩時間)
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第2回

 その他 （問題点等、乗務員の感想）
• 今回は、一般道と高速道併用の運行でした。一般道走行時の前後の揺れが大きく運転が大変だった。高速使用
時は特に問題なかった。

• 何とかデッキラックの揺れを最小限に抑える工夫が必要であると感じました。

• 荷卸し時に確認したところ、ラック上段のパレットの上段の荷物が前に動いて前のパレットにかぶさっていた。

 卸倉庫(着荷側)所感

 課題
• 最後尾の上段パレット製品が前方に荷ズレ

•下段製品と棚の間隔が狭すぎる

• 棚に設置されてるU字金具が邪魔になる

Copyright 2019 FUJITSU RESERCH INSTITUE

荷卸し作業の所要時間

8:00～荷卸し開始 ～8:45荷卸し完了

中部在庫拠点 パレット輸送到着時の状況 20181005

19



ご参考)最後尾の上段パレット製品が前方に荷ズレ

Copyright 2019 FUJITSU RESERCH INSTITUE

大きな荷ズレではないが、荷卸し・倉庫格納・出荷時は要注意

※他のパレットは問題なし
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下段製品と棚の間隔が狭すぎる

Copyright 2019 FUJITSU RESERCH INSTITUE

間隔が狭いため

①破損のリスク

②荷卸し作業の妨げ
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下段製品と棚の間隔が狭すぎる

Copyright 2019 FUJITSU RESERCH INSTITUE

× ○

一段UP
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第3回

 スケジュール

 13：25 工場受付 待機

 14：00 積み込開始

 15：10 積み込終了 積み込時間 １時間10分

 15：30 出発 新潟西I・C ～ 小牧I・C間高速使用
筑北PAにて19：00～19：30休憩

 22：45 春日井市卸場到着

 8：00 荷卸し開始

 8：50 荷卸し終了 荷卸し時間 50分

Copyright 2019 FUJITSU RESERCH INSTITUE

10時間45分

走行時間(含：休憩時間)

120120

荷役(積下し)荷役(積込)

5070 7時間15分 ▲330分
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第3回

 その他 （問題点等、乗務員の感想）

 デッキラックの高さを１段（約10ｃｍ）上げた事が原因だと思うが、前回よりも走行中の揺れが大きく
感じた。

 到着後、荷卸し時に確認したが、上段の後方半分ぐらいのパレットの荷物が前にずれており、特に後ろの
パレット４枚の荷物が大きく動いていた。

Copyright 2019 FUJITSU RESERCH INSTITUE24



実証実験まとめ

効果

積載・荷下し作業をパレット＋フォークリフト行うことにより、作業時間を半減

手作業によりかかる時間・負荷が削減されるため、物流に従事する方々の作業環
境が改善されることと同様の効果が得られていると考えられる
（夏の高い気温の中での作業：熱中症リスク など）

効率的かつ適切な作業環境で従事できることは、今後従事者削減の抑制につな
がる可能性がある

課題

積載・荷下し作業における機材・什器等の取り扱い(作業上の障害の除去)

車両の重心が高くなることによる影響

•荷崩れのリスク

•運転者への心理的負担

•運転技術上の要求

運送事業者での復荷に対する制限

•今回デッキラックは、レンタルで対応したが、パレットと異なり着地での返却とはならず
持ち帰りが必要。そのため、復荷への積載量（重量・スペース）に影響が出る。

Copyright 2019 FUJITSU RESERCH INSTITUE25
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新・標準運送約款、働き方改革に関する調査

速報版

平成31年 2月27日

資料２



1

調査概要

１．調査の目的

調査の目的は、平成２９年１１月に標準貨物自動車運送約款が改正され、運賃と別に積込・取卸料、待機時間料等を収受しやすい環
境が整備されたが、約１年経過するなかで、事業者における対応状況、問題、課題を整理し、今後のサポートの在り方の検討に繋げて
いくものである。

また労働時間の動向、働き方改革への対応状況についても、調査を実施した。

２．調査の対象

新潟運輸支局が管轄するトラック運送事業者を対象に調査を実施し、２３１サンプルを回収、荷主事業者は６０サンプル（回収率３０％）
を回収した。

３．調査実施期間

本調査は、平成３０年１０月１５日から１１月３０日まで実施した。

４．調査実施方法

本調査は、調査票を送付し、ファックスにより返送する方法により実施した。
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１ 届出した運送約款の種類

運送事業者：届出した約款等

標準運送約款の改正を踏まえ、どのような届出をしましたか。 委託先の運送事業者は、どのような運送約款を届出していますか

荷主：運送事業者が届出した約款等の把握状況

新・標準運送約款 , 
58.4%

旧・標準運送約款 , 
31.6%

独自に定めた

運送約款, 
5.2%

まだ届け出を

していない, 
4.8%

新・標準運送約

款, 21.7%

旧・標準運送約

款, 3.3%

独自に定めた運

送約款, 8.3%

まだ届け出をして

いない, 6.7%

把握していない

（把握する必要が

ない）, 58.3%

無回答, 1.7%
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２ 当該約款を届出した理由

「新・標準運送約款」の届け出の理由

運送事業者：「新・標準運送約款」と回答した方にお聞きします。どのような理由
で、新・標準運送約款の使用する届け出をしましたか。

運送事業者：「旧・標準運送約款」または「独自に定めた運送約款」を届出した者
が、「新・標準運送約款の使用をしない理由」は何か。

「新・標準運送約款」の使用をしない理由

38.1%

28.4%

26.4%

6.6%

0.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

現状の業務実態に即した運賃・料金を

収受すべきだから

附帯作業時間、待機時間が長時間化

しており、改善につながるから

各種団体、指導員等から新・標準運送

約款届出のアドバイスを受けたから

旧約款、独自約款の認可申請の

必要がないから

その他

46.7%

27.8%

6.7%

11.1%

7.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

積込・取卸料金、待機時間料金等を

別建て収受することは困難だから

新・標準運送約款を踏まえ、料金を

別建て収受する仕事がないから

各種団体、指導員等から旧・標準運送

約款届出のアドバイスを受けたから

独自に定めた運送約款でないと

対応できない運送だから

その他
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３ 約款を届出していない理由、人材不足、車両確保の動向

「新・標準運送約款」の届け出の理由

運送事業者：、「まだ届け出をしていない」者がが「届出しない理由」は何か。

23.1%

23.1%

15.4%

38.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

採用する運送約款を届出しても、

しなくとも、何も変わらないから

届出すべき料金水準がわからないから

新約款、旧約款、独自約款など、

いずれを採用すべきか、わからないから

その他

運送事業者：現在、必要な運転者人員に対して、運転者は不足して
いますか。

運送事業者：人材不足の実態 荷主：必要な車両の確保状況

24.2% 29.4% 27.3% 19.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

運送事業者

非常に不足している 不足している やや不足している 不足していない

6.7% 23.3% 41.7% 28.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

荷主等

非常に厳しい 厳しい やや厳しい 問題となっていない（円滑に確保）

荷主：現在、必要な車両台数を確保できますか。
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４ 運賃・料金の別建て収受等の状況

運賃・料金の別建て収受等の状況

運送事業者：標準運送約款の改正後（平成29年11月）、運賃とは別に待機時間
料、積込・取卸料、附帯作業料、燃料サーチャージ、高速道路利用料金などを
新たに収受できた事例はありますか。

運送事業者：標準運送約款の改正後（平成29年11月）、運賃とは別に新たに収
受できたものは次のうちどれですか。

新たなに収受できた料金等

ある, 41.6%

ない, 58.4%

33.9%

22.4%

14.4%

12.6%

8.6%

7.5%

0.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

高速道路利用料金

運賃水準を引上げした

（別建て収受はなし）

待機時間料

附帯作業料

燃料サーチャージ

積込・取卸料

その他
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５ 荷主・元請事業者における意識変化

荷主の意識変化

運送事業者：標準運送約款が改正（平成29年11月）され、各種作業、待機時間
等の改善の必要性について、「荷主側の意識」が変化してきたと感じますか。

運送事業者：標準運送約款が改正（平成29年11月）され、各種作業、待機時間
等の改善の必要性について「元請事業者側の意識」が変化してきたと感じます
か。

元請事業者の意識変化

かなり感じる, 
5.6%

やや感じる, 
39.0%

感じない, 
29.9%

ほとんど感じ

ない, 25.5%

かなり感じる, 
6.9%

やや感じる, 
40.3%

感じない, 
31.2%

ほとんど感じ

ない, 21.6%
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６ 標準運送約款改正による取引条件改善等への期待度等

標準運送約款改正による取引条件改善等への期待度

運送事業者：標準運送約款が改正（平成29年11月）により、取引条件の改善、運
転者の賃金引上げ、長時間時間の抑制などの効果が期待できますか。

運送事業者：運賃・料金の別建て収受など、見直しができない原因として、どの
ようなことがありますか。

運賃・料金の別建て収受など、見直しができない原因

かなり期待す

る, 4.3%

やや期待する, 
47.6%

期待できない, 
37.7%

全く期待できな

い, 10.4%

31.7%

21.2%

16.6%

14.5%

14.3%

1.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

長年の業界慣行があるため

取引先（荷主等）が応じてくれないため

行政等による周知、浸透に向けた

取組が充分でないため

荷主勧告の発動、下請法・労働法関連

の指導が充分でないため

自社の交渉力が充分でないため

その他
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７ 国交省、厚労省の施策の認知状況

運送事業者：国交省、厚労省の施策の認知

運送事業者：トラック運転者の長時間労働の抑制に向けて、国土交通省、厚生
労働省では以下の取組を実施していますが、ご存知ですか。

荷主：トラック運転者の長時間労働の抑制に向けて、国土交通省・厚生労働省で
は以下の取組を実施していますが、ご存知ですか。

荷主：運送事業者：国交省、厚労省の施策の認知

95.7%

90.0%

70.3%

83.0%

71.1%

4.3%

10.0%

29.7%

17.0%

28.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

トラック運転者の長時間労働抑制の取組

待機時間の記録義務付け

荷主勧告が発動されやすくなったこと

残業の上限規制（平成36（2024）年4月から960
時間以内等）

中小企業における月60時間超の時間外手当の

割増率引上げ（平成36（2024）年4月から25％
→50％）

知っている 知らない

82%

33%

30%

48%

45%

17%

62%

65%

48%

52%

2%

5%

5%

3%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

トラック運転者の長時間労働抑制の取組

待機時間の記録義務付け

荷主勧告が発動されやすくなったこと

残業の上限規制（平成36（2024）年4月から960
時間以内等）

中小企業における月60時間超の時間外手当の

割増率引上げ（平成36（2024）年4月から25％
→50％）

知っている 知らない 無回答
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８ 労働時間短縮に向けた自助努力の有無

労働時間短縮に向けた自助努力の有無

運送事業者：過去２年間に、労働時間短縮に向けて、自社の自助努力として、勤
務時間、シフト調整、配車繰り、出発時間・到着時間等の見直しを実施しました
か。

運送事業者：長時間労働抑制に向けた取組として、具体的にどのようなことに取
組みしていますか。

長時間労働抑制に向けた取組

34.8%

31.2%

19.5%

9.1%

5.4%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

自助努力による作業・待機等時間削減、

運行の効率化等の生産性向上

発着荷主と連携した作業・待機等の時間削減、運

行の効率化等の生産性向上

労働時間管理の徹底、

賃金体系の見直し

（固定残業設定によるインセンティブ）

作業・待機時間の見える化など、

改善指標の設定

その他

実施した, 
64.1%

実施予定, 
17.3%

実施していない

（予定もなし）, 
15.2%

無回答, 3.5%
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９ 各種作業時間の改善等の状況

各種作業時間の改善等の状況

運送事業者：２年前と比較して、「運転者」の積込の作業時間など、以下の時間
について、改善、悪化など、どのような傾向ですか。

運送事業者：運転者の労働時間は過去１年前と比較してどのような状況ですか。

運転者の労働時間は過去１年前と比較した状況

24.3%

24.9%

19.1%

21.5%

42.7%

49.1%

74.3%

72.0%

79.6%

76.7%

55.1%

47.4%

1.3%

3.1%

1.3%

1.8%

2.2%

3.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

積込の作業時間

取引先都合の待機時間（荷待ち時間）

取卸の作業時間

その他 附帯作業時間

運行（運転）に要する時間

残業時間（所定労働時間を超える労働時間

改善 変化なし 悪化

短縮化する傾向, 
48.1%変化なし, 44.6%

長時間化する傾

向, 6.5%

無回答, 0.9%
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10 標準運送約款の認知

82.7%

16.7%

15.2%

31.7%

2.2%

46.7%

0.0%

5.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

運送事業者

荷主等

知っている 少し知っている 知らない 無回答

標準運送約款の認知

運送事業者及び荷主：

標準運送約款の改正内容（平成29年11月）をご存知ですか。

運送事業者：平成２９年１１月から現在まで、運賃・料金の別建て収受等に向け
て、取引先に対して申入れ、交渉を実施したか。

荷主：平成２９年１１月から現在まで、トラック運送事業者から貴社に対して、運
賃・料金の別建て等申入れがあったか。

40.3% 14.3% 45.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

運送事業者

申入れを実施 申入れ準備中 まだ申入れしていない

48.3% 46.7% 3.3%

1.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

荷主等

申入れがあった 申入れはなかった わからない 無回答

運賃・料金別建て設定の申入れ状況
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11 改善の申し入れ状況

長時間労働改善の申入れ状況

運送事業者：運転者が長時間労働により過労運転、作業事故等が懸念される場
合に、荷主、元請運送事業者に対して改善の申入れをしましたか。

荷主：運転者が長時間労働により過労運転、作業事故等が懸念される場合に、
トラック運送事業者から改善の申入れを受けたことがありますか。

運送事業者：過去２年間に、取引先（荷主、元請等）に対して、運転者の労働時
間の短縮に向けた取組について、提案、申入れをしたことがありますか。

荷主：過去２年間に、トラック運送事業者から貴社に対して、運転者の労働時間
の短縮に向けた取組について、提案、申入れを受けたことがありますか。

労働時間短縮に関する申入れ状況

56.3% 16.5% 26.0% 1.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

運送事業者

改善の申入れをしている 申入れをしていない 問題がないため、申入れの必要がない 無回答

28.3% 46.7% 21.7% 3.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

荷主等

改善の申入れがあった 申入れはない 問題がないため、そもそも申入れの必要はない 無回答

57.6% 38.5% 3.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

運送事業者

提案、申入れした 提案、申入れしていない 無回答

30.5% 54.2% 13.6%

1.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

荷主等

提案、申入れがあった 提案、申入れはない 把握していない 無回答



13

12 残業上限規制、有給休暇取得の実態

残業上限規制、有給休暇取得の実態

運送事業者：１年間の残業時間が960時間以上の運転者はいますか。

運送事業者：年間10日以上の年次有給休暇を取得できる運転者のなかで、昨
年１年間の年次有給休暇の取得日数が５日未満の運転者はいますか。

運送事業者：2024年度より適用される残業時間の上限規制（上限年960時間）、
について、どのようにお考えですか。

運送事業者：来年度から適用される年５日の年次有給休暇取得の義務化につ
いて、どのようにお考えですか。

残業上限規制等への対応可能性

52%

49%

42%

48%

4%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

残業上限規制（960時間）

有給休暇の取得義務化

対応できる（不安はない） 対応できるか、わからない そもそも対応できない 無回答

31%

60%

63%

36%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

残業上限規制（960時間）

有給休暇の取得義務化

該当者がいる 該当者はいない 把握していない（管理していない） 無回答
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13 残業時間の上限規制（上限年960時間）遵守の条件

残業時間の上限規制（上限年960時間）遵守の条件

運送事業者：2024年度より適用される残業時間の上限規制（上限年960時間）に
対応できるようにするためには、どのような条件が必要ですか。

荷主：長時間労働抑制に向けた取組として、具体的にどのように取組みしていま
すか。

荷主：長時間労働抑制に向けた取組

23.3%

20.1%

18.3%

15.3%

14.8%

6.2%

2.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0%

発着荷主による協力の充実

（発着荷主における理解・実施の促進）

高速道路利用料金の割引制度の拡充

元請事業者による協力の充実

運送事業者各社の労務制度

（労働時間、給与体系等）の見直しなど、

自助努力の徹底

発着荷主、元請事業者に対する

行政指導の強化

荷役機器等の生産性向上に向けた機器

・設備の導入に対する補助制度の充実

その他

43.8%

35.9%

10.9%

3.1%

6.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

トラック運送事業者との

定期的な意見交換の実施

納品先や発送元と連携した作業・

待機等の時間削減、運行の

効率化等の生産性向上

作業・待機時間の見える化など、

改善指標の設定

トラック運転者の労働時間に

ついて定期的に報告を求める

その他



厚生労働省 労働基準局 労働条件政策課
国土交通省 自動車局 貨物課

公益社団法人 全日本トラック協会
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事業者

の協力による

取引環境と長時間労働の
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ガイドライン
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ガイドラインや事例集に加えて、過去に多くのトラック運送事業の生産性向上に向けた
各種資料が国土交通省のURLにアップロードされておりますので、ご活用ください

荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改善に向けたガイドライン

http://www.mlit.go.jp/common/001259787.pdf
荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改善に向けたガイドライン事例集

http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk4_000022.html （左のURLのページ内最下段に掲載）
トラック運送業の生産性向上に向けて
http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk4_000031.html

トラック運送における生産性向上方策に関する手引き
http://www.mlit.go.jp/common/001189107.pdf

原価計算の活用に向けて
http://www.mlit.go.jp/common/001185829.pdf

10業種の業種ごとの調査結果報告書
▪ 飲料・コールドチェーン：http://www.mlit.go.jp/common/001198488.pdf
▪ 化学：http://www.mlit.go.jp/common/001198489.pdf
▪ 家電：http://www.mlit.go.jp/common/001198490.pdf
▪ 金属：http://www.mlit.go.jp/common/001198491.pdf
▪ 建材：http://www.mlit.go.jp/common/001198492.pdf
▪ 紙・パルプ：http://www.mlit.go.jp/common/001198493.pdf
▪ 自動車：http://www.mlit.go.jp/common/001198494.pdf
▪ 食品・日用品：http://www.mlit.go.jp/common/001198495.pdf
▪ 特積み：http://www.mlit.go.jp/common/001198496.pdf
▪ 農産品：http://www.mlit.go.jp/common/001198497.pdf

荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改善に向けたガイドライン＆事例集
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「ホワイト物流」推進運動の
進め方について（案）

「ホワイト物流」推進運動事務局

平成３1年２月２０日

資料４－１



「ホワイト物流」推進運動の概要

1

トラック運転者不足に対応し、我が国の国民生活や産業活動に必要な物流機能を安定的に確保するとともに、我
が国経済のさらなる成長に寄与するため、
①トラック輸送の生産性の向上・物流の効率化
②女性や高年齢層を含む多様な人材が活躍できる働きやすい労働環境の実現
に取り組む運動を、関係者が連携し、強力に推進する。

国民企業等

以下のような点への国民の理解と協力を
お願いする。

運動の趣旨へ賛同する（第１段階）とともに、具体
的な取組項目について自主行動宣言を提出・公
表するとともに、取組を実施（第２段階）。 （イメージ）

宅配便の再配達の削減
集荷・配達サービスの見直しへの理解
引越時期の分散
ＳＡ・ＰＡの大型車ｽﾍﾟｰｽには駐車しない等

（イメージ）
荷待ち時間の削減
荷役の機械化
契約の書面化 等

物流事業者
トラック運転者の確保のため、労働条件・労働環境の改
善に取り組むとともに、荷主企業・元請事業者等に対し、
物流の改善に関する提案を行い、実施する。

（イメージ）
働きやすい環境の整備
女性運転者の活用
物流の改善提案 等

コンプライアンス
（法令遵守）

安定的な事業継続

物流システム効率化・トー
タル物流コストの最適化

多様な人材の確保

働き方改革の実現

便利で快適な
日常生活の維持

労働生産性の向上

企業の社会的
責任（CSR）

期待
・
評価

理解
・
協力

連携
・
協力



「ホワイト物流」推進運動の推進体制

2

「ホワイト物流」推進会議

有識者、トラック事業者、荷主、労働組合等の関係者から構成され、中央及び各都道府県に設置されている。

（設置期限：平成３６年３月末）

（有識者）
野尻 俊明 流通経済大学学長（座長）
齋藤 実 神奈川大学経済学部教授
高岡 美佳 立教大学経営学部教授

（関係団体）
日本経済団体連合会
日本商工会議所
全国農業協同組合中央会
日本農業法人協会
日本ロジスティクスシステム協会
全日本トラック協会
日本物流団体連合会

（労働組合）
交運労協
運輸労連
交通労連

自動車運送事業の働き方改革に関する
関係省庁連絡会議

（事務局）
国土交通省（主管）
農林水産省
経済産業省
全日本トラック協会

連
携

（議長）
野上 浩太郎 内閣官房副長官

（議長代理）
大塚 高司 国土交通副大臣

（副議長）
古谷 一之 内閣官房副長官補（内政）

（構成員）
内閣府政策統括官（経済財政運営担当）
警察庁交通局長
財務省大臣官房総括審議官
厚生労働省労働基準局長
農林水産省食料産業局長
経済産業省大臣官房商務・サービス審議官
国土交通省自動車局長
環境省地球環境局長

連携

トラック輸送における取引環境・労働時間改善中央協議会・地方協議会



「ホワイト物流」推進運動の進め方

3

トラック輸送における取引環境・労働時間改善中央協議会

• 企業等や国民への詳細な呼び掛け内容等を検討・調整

「ホワイト物流」推進会議

• 運動の趣旨と推進方針を決定

・ 関係団体を通じた運動への参加の呼び掛け
・ 主要企業等に対し、運動への参加を要請
・ 賛同企業等を公表

• 政府広報や関係団体の広報媒体を活用した
広報の実施。

【政府広報の媒体例】

• 自主行動宣言（第１段階：賛同表明）・実施

国民向け企業等向け

• 自主行動宣言（第２段階：推奨項目宣言）・実施

• 自主行動宣言のアップデート（随時）

「ホワイト物流」推進運動ＨＰの開設

運
動
の
拡
大

・
深
化

参加企業等に期待するアクション



問題意識の喚起（トラック運転者不足が国民生活や産業活動に与える影響）

運転者不足の深刻化

運賃・料金「単価」の上昇

運送サービスを提供可能な
トラック台数や日・時間帯
等の縮小

現状のままでは
さらなる深刻化
が懸念される。

トラック運転者の確保
のため、運転者の労
働条件の改善が急務。
運賃・料金はその原資。

全国的にトラック運転者不足が深刻化する中で、現状のままでは、必要な輸送能力が確保できず、
・国民生活に関しては、宅配便や引越の運賃・料金の上昇や運送サービスの提供日・時間帯等の縮小、食品
等の物量の減少や品揃え不足などが過度に生じるおそれ。
・産業活動に関しては、トータル物流コストの増加、在庫の増加、機会損失の発生及びそれによる営業利益の
減少などが生じるおそれ。

国民生活や産業活動に大きな影響を及ぼす事態を生じさせないためにも、荷主企業等とトラック事業者が連
携し、物流システムの改善に取り組むとともに、物流システムの改善の必要性に対する国民の理解と協力を
得る必要がある。

具体的には、①運転者の時間当たりの労働生産性の向上を図る観点、②運転者の時間的・心理的・肉体的
負担が小さい形態での運送を実現する観点、③必要性に乏しい過剰なサービス水準を見直す観点などから、
物流システムの改善を進める必要がある。

・中高年齢層の大量退職
・罰則付きの時間外労働の
上限規制の導入
・宅配便需要の増加 等

稼げない割にトラック運転者の負担
の大きい仕事が敬遠されるように。

【トラック事業者】

「トータル」
物流コストの増加

機会損失の発生

在庫の増加

【企業等】

【国民】

宅配便・引越が不便に

食品等の
物量の減少や品揃え不足

適切に対応しなければ

このような事態の発生が
懸念される。

営
業
利
益
減
少

4



企業等への参加呼び掛け（基本的な考え方）

5

呼び掛けに当たっての基本的な考え方

まずは、できるだけ多くの企業等に「ホワイト物流」推進運動に参加して頂くことが重要。
（最初は、必須項目に賛同頂き、その後、段階的に取組内容を増やし、深めて頂く。）

このため、企業へ取り組みを呼びかける事項の内容は、様々な産業分野に共通する普遍
的で効果が期待される取組を厳選するとともに、必須項目と推奨項目に分けて提示するこ
ととしたい。



自主行動宣言（賛同表明の際の宣言内容）（案）

6

（取組方針）

・事業活動に必要な物流の持続的・安定的な確保を経営課題として認識し、生産性の高い物流
と働き方改革の実現に向け、取引先や物流事業者等の関係者との相互理解と協力のもとで、物
流の改善に取り組みます。

（法令遵守への配慮）

・法令違反が生じる恐れがある場合の契約内容や運送内容の見直しに適切に対応するなど、取
引先の物流事業者が労働関係法令・貨物自動車運送事業関係法令を遵守できるよう、必要な配
慮を行います。

（契約内容の明確化・遵守）

・運送及び荷役、検品等の運送以外の役務に関する契約内容を明確化するとともに、取引先や
物流事業者等の関係者の協力を得つつ、その遵守に努めます。

自主行動宣言（賛同表明）の際には、すべての事業者が、取組方針や法令順守への配慮
等についての下記３つの必須項目に合意し、賛同表明をすることとしてはどうか。



自主行動宣言（推奨項目）（案）

7

推奨項目については、中央協議会で昨年策定した「荷主と運送事業者の協力による取引
環境と長時間労働の改善に向けたガイドライン」に記載の内容に加え、トラック運転者の長
時間労働の是正を進める上で重要な次の項目を追加してはどうか。

業種や業態により取り組む項目には違いがあるため、推奨項目の内容を公表するか否か
は、企業等の任意とすることでどうか。

○ガイドライン掲載項目（１３項目）
○上記以外の項目
・物流の改善提案と協力
・納品日の集約
・検品水準の適正化
・物流システムや資機材の標準化

Ａ.運送内容の見直し

Ｂ.運送契約の方法

・運送契約の書面化の推進
・運賃と料金の別建て契約
・燃料サーチャージの導入
・下請取引の適正化

Ｃ.運送契約の相手方の選定

・契約の相手方を選定する際の法令遵守状況の考慮
・働き方改革等に取り組む物流事業者の積極的活用

Ｅ.その他

・宅配便の再配達の削減への協力
・引越時期の分散への協力
・物流を考慮した建築物の設計・運用

Ｆ.独自の取組
・上記の各項目に該当しない独自の取組

・荷役作業時の安全対策
・異常気象時等の運行の中止・中断等

Ｄ.安全の確保



企業等への呼び掛け（呼び掛けの方法）（案）

8

より多くの企業等の参加を得るため、関係団体を通じた呼び掛けを行うほか、主要企業等
に対しては、直接、文書による参加要請を実施してはどうか。

①関係団体を通じた傘下企業等への運動への参加の呼び掛け

・関係団体に対し、傘下企業等への運動への参加の呼び掛けや機関誌等での広報につい
ての協力を依頼。

②主要企業等に対する参加要請文書の送付・公表

平成３１年度については、貨物量や社会的な影響力が大きいと考えられる以下の主要企業
等の代表者宛てに、参加要請文書を直接送付するとともに、呼び掛けを行った旨を公表。
【対象企業等】
・上場会社（約３７００社）
・地域の主要企業等（各都道府県毎に５０社程度）

③関係団体・企業等向けの説明会の開催
全都道府県で運動に関する説明会を開催する。



9

自主行動宣言の提出・公表方法（イメージ）

製造業

○○○（株）
（株）○○○
（株）○○○

「ホワイト物流」推進運動 賛同企業一覧

北海道

青森県

岩手県

産業別 地域別

熊本県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

＜提出方法＞
ポータルサイトより、提出様式ファイル（Excel様式）をダウンロードの上、必要事項を記入し、事務局の
メールアドレスへ提出。（平成31年度中に企業等が直接データの登録・更新を行えるよう、ポータルサイ
トを改良予定。）

＜公表方法＞
賛同企業名については、随時公表する。
推奨項目への取組内容については、希望する企業等のみ公表することとし、その内容がポータルサイト
で確認できるようにする。

（東京都） （○○業）
（○○業）
（○○業）
（○○業）

○○業

○○業

○○業

○○業

○○業
（千葉県）
○○○（株）
（株）○○○
（株）○○○

○○業
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主たる事業の選択リスト（イメージ）

※日本標準産業分類の大分類を基本とする。運輸業・郵便業は上記のとおりとする。

A．農業，林業
B.漁業
C.鉱業，採石業，砂利採取業
D.建設業
E.製造業
F.電気・ガス・熱供給・水道業
G.情報通信業
H.運輸業，郵便業
I.卸売業，小売業
J.金融業，保険業
K.不動産業，物品賃貸業
L.学術研究，専門・技術サービス業
M.宿泊業，飲食サービス業
N.生活関連サービス業，娯楽業
O.教育，学習支援業
P.医療，福祉
Q.複合サービス事業
R.サービス業（他に分類されないもの）
S.公務（他に分類されるものを除く）
T.分類不能の産業

運輸業・郵便業（道路貨物運送業）
運輸業・郵便業（倉庫業）
運輸業・郵便業（その他の運輸業・郵便業）



国民に呼び掛ける事項（案）
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（物流への理解と協力）

皆さんに食料品や日用品などを届けるため、トラック運転者は日夜、頑張って貨物を運んでいます。普段はあ
まり意識されていませんが、物流が私たちの生活を支えています。

現在、運転者不足が深刻化しています。運転者が働きやすい環境の整備や物流の効率化に皆様のご理解・ご
協力をお願いします。

（宅配便）

商品を配達するためには費用と人手が必要です。運転者不足に対応しつつ、宅配サービスを維持するため、
以下の取組にご協力をお願いします。
できるだけ１回で受け取りましょう。
このため、宅配ボックスや営業所、コンビニ等での受取も活用しましょう。
送るときは、自分や相手が受け取りやすい日時・場所を指定しましょう。
通信販売を利用する際には、できるだけまとめ買いしましょう。
サービス内容の見直し（例.日曜日の集荷・配達の取りやめ 等）へのご理解・ご協力をお願いします。

（引越し）
混雑時期を避けましょう。
早めに依頼しましょう。

（駐車）

トラック運転者の休憩と安全運転のため、ＳＡ・ＰＡ、道の駅、コンビニなどの大型車駐車スペースへのマイカー
の駐車はお控え下さい。

（応援）
より良い物流の実現のために努力している企業を応援してみませんか？
トラック事業者：「ホワイト経営マーク」（仮称）（労働条件・労働環境）、Ｇマーク認定事業者（交通安全）、荷主企業：「『ホワイト物流』推進運動」賛同企業

（出典）環境省「COOL CHOICE」HP



【当面の取組】
①ポータルサイト 運動のポータルサイトを開設。順次、動画を含むビジュアルなコンテンツの

充実を図る。

②キャンペーンロゴ 運動の賛同企業等が表示できるキャンペーンロゴを作成する。

③政府広報 マスメディアに加え、インターネットを活用。

④関係団体の機関誌等 ご協力を頂ける団体、企業等を募り、機関誌、広告等で広報。

⑤説明会 全都道府県で関係団体・企業等向けの説明会を開催。

⑥セミナー 具体的な取組の進め方等に関するセミナーを各地で開催。

⑦関係団体等の行事等 関係団体の新年賀詞交歓会、総会、事業者大会等の機会などを活用し、
運動への参加を呼び掛け。

広報活動の実施について（案）

12

企業等や国民の皆様に「ホワイト物流」推進運動に賛同して頂き、具体的な行動変化につな
げて頂くため、政府広報や関係団体の機関誌、賛同企業等の広告を含む様々な広報媒体を
活用して広報を実施する。



スケジュール（案）
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２０１９年

２月２０日 トラック輸送における取引環境・労働時間改善中央協議会
（企業等や国民への詳細な呼び掛け内容等を決定）

３月下旬頃 ポータルサイト開設・賛同企業等の募集開始

中央説明会（関係団体向け）

４月以降 地方説明会（関係団体、企業等向け）

１０月頃 賛同企業の数、取組状況等の集計・公表（第1回）（９月末締切）
※各企業等は、自主行動宣言を事務局に提出の上、自社のHP等で随時公表可。

２０２０年

１月頃 賛同企業の数、取組状況等の集計・公表（第２回）（12月末締切）

※以後、随時公表



【様式】

所在地 主たる事業

東京都 製造業

当社は、「ホワイト物流」推進運動の趣旨に賛同し、以下のように取り組むことを宣言します。 最終更新：

№

1 A ①

2 Ａ ②

3 Ａ ③

4 Ａ ⑮

5 Ｅ ①

6 Ｅ ②

資料４－２

「ホワイト物流」推進運動

持続可能な物流の実現に向けた自主行動宣言

企業・組合名 役職 氏名

PR欄

・パンや和菓子などを製造して80年。地域の皆様に愛される企業を目指して頑張っています。
・ホームページで通信販売も行っています。是非、ご覧下さい。
・包装の簡素化や食品ロスの削減に取り組んでいます。詳しくはhttp:******************.htmlをご参照下さい。
・物流事業者の方からの提案をお待ちしています。担当部署：○○部○○課

物流の改善提案と協力
・取引先や物流事業者から、荷待ち時間や運転者の手作業での荷卸しの削減、附帯作業の合理化等について要請が
あった場合は、真摯に協議に応じるとともに、自らも積極的に提案します。

・人事異動や社内制度の見直しにより、引越時期を分散させます。

・取引先から隔日配送化、定曜日配送化等の納品日の集約に関する提案があった場合は、真摯に協議に応じます。納品日の集約

宅配便の再配達の削減への協力

・トラックの予約受付システムを導入し、荷待ち時間を短縮します。

取組内容

引越時期の分散への協力

予約受付システムの導入

パレット等の活用

ホームページ

http:******************.html

・パレット、カゴ台車、折りたたみコンテナ、通い箱等を活用し、荷役時間を削減します。

・配達希望日・時間帯の指定が可能となるように、自社のインターネット通販サイトを改良します。
・社宅に宅配ボックスを設置します。

ホワイト食品工業（株） 代表取締役社長 白井　伸

（取組方針）
・事業活動に必要な物流の持続的・安定的な確保を経営課題として認識し、生産性の高い物流と働き方改革の実現に向け、取引先や物流事業者等の関係者との相互理解と協力のもとで、物流の改善
に取り組みます。

（法令遵守への配慮）
・法令違反が生じる恐れがある場合の契約内容や運送内容の見直しに適切に対応するなど、取引先の物流事業者が労働関係法令・貨物自動車運送事業関係法令を遵守できるよう、必要な配慮を行い
ます。

（契約内容の明確化・遵守）
・運送及び荷役、検品等の運送以外の役務に関する契約内容を明確化するとともに、取引先や物流事業者等の関係者の協力を得つつ、その遵守に努めます。

2019年7月1日

分類番号 取組項目

（全社公表）

（以下はそれぞれ任意で公表）

「推奨項目リスト」に

記載の分類番号を

記入して下さい。集

計に使用しますが、

公表の際には分類

番号は表示しません。

「推奨項目リスト」に記載の

取組項目を記入して下さい。

公表したい場合のみ

記載（5行以内）

代表者の役職・氏名

を記載

選択肢から一つ選

択



Ａ ①

Ａ ②

Ａ ③

Ａ ④

Ａ ⑤

Ａ ⑥

Ａ ⑦

Ａ ⑧

Ａ ⑨

Ａ ⑩

Ａ ⑪

Ａ ⑫

Ａ ⑬

Ａ ⑭

Ａ ⑮

A ⑯

Ａ ⑰

Ｂ ①

Ｂ ②

Ｂ ③

Ｂ ④

Ｃ ①

Ｃ ②

Ｄ ①

Ｄ ②

Ｅ ①

Ｅ ②

Ｅ ③

Ｆ ①

Ｄ．安全の確保

異常気象時等の運行の中止・中断等

・台風、豪雨、豪雪等の異常気象が発生した際やその発生が見込まれる際には、無理な運送依頼を行いま
せん。また、運転者の安全を確保するため、運行の中止・中断等が必要と物流事業者が判断した場合は、そ
の判断を尊重します。

荷役作業時の安全対策
・荷役作業を行う場合には、労働災害の発生を防止するため、安全な作業手順の明示、安全通路の確保、足
場の設置等の対策を講じるとともに、事故が発生した場合の損害賠償責任の明確化を図ります。

※各企業・組合等において、自主行動宣言の内容を検討して頂く際に参考にして頂くための推奨項目リストです。
※物流の実態は各企業・組合等毎に異なりますので、関係すると考えられる項目について、まずは、取り組みやすい項目からでも結構ですので、是非ご検討をお願いします。
    また、このリストに記載されていない任意の取組についても、自主行動宣言の対象に加えて頂くことができます。
※自主行動宣言の内容の変更は随時可能です。変更した場合は、運動のポータルサイトを通じ、事務局までお知らせ下さい。

Ｆ．独自の取組

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　取組内容

※以下に記載の取組内容は記載例です。適宜変更して頂くことができます。
※まずは一部の拠点で実施する場合や、試験的に取り組む場合、実施する方向で検討
　 を進める場合などもご記載頂けます。

取組項目
分類
番号

Ａ．運送内容の見直し　（※）厚生労働省・国土交通省・全日本トラック協会「荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改善に向けたガイドライン」参照

運賃と料金の別建て契約

・運送契約の書面化を推進します。

・運送契約を締結する場合には、運送の対価（運賃）と運送以外の役務等の対価（料金）を別建てで契約する
ことを原則とします。

運送契約の書面化の推進

・トラック運転者が適切に休憩を取りつつ運行することが可能となるように、発荷主としての出荷予定時刻を
厳守します。
・着荷主として幅を持たせた到着時刻を認めることなどにより十分なリードタイムを確保します。

下請取引の適正化
・運送契約の相手方の物流事業者に対し、下請けに出す場合、上記①～③に準じて対応するように求めま
す。

物流の改善提案と協力

出荷に合わせた生産・荷造り等（※）

・倉庫等の物流施設の集約・増設・レイアウト変更等を行い、荷待ち時間や荷役時間を短縮します。

幹線輸送部分と集荷配送部分の分離（※）

集荷先や配送先の集約（※）

・トラック運転者の拘束時間を短縮するため、物流事業者から幹線輸送部分と集荷配送部分の分離について
相談があった場合は、真摯に協議に応じます。

・トラック運転者の拘束時間を短縮するため、物流事業者から集荷先や配送先の集約について相談があった
場合は、真摯に協議に応じます。

・取引先や物流事業者から、荷待ち時間や運転者の手作業での荷卸しの削減、附帯作業の合理化等につい
て要請があった場合は、真摯に協議に応じるとともに、自らも積極的に提案します。

発荷主からの入出荷情報等の事前提供（※）

・トラックの予約受付システムを導入し、荷待ち時間を短縮します。

・パレット、カゴ台車、折りたたみコンテナ、通い箱等を活用し、荷役時間を削減します。

・発荷主として貨物を発送する場合に、物流事業者や着荷主の準備時間を確保するため、入出荷情報等を
早めに提供します。

予約受付システムの導入（※）

パレット等の活用（※）

・物流事業者から運転業務と運転以外の附帯作業の分離について相談があった場合は、真摯に協議に応じ
ます。運転以外の作業部分の分離（※）

B．運送契約の方法

・出荷時の順序や荷姿を想定した生産・荷造り等を行い、荷待ち時間を短縮します。

荷主側の施設面の改善（※）

リードタイムの延長（※）

納品日の集約

発注量の平準化（※）
・荷待ち時間を短縮するとともに、運行効率を向上させるため、曜日波動や月波動などの繁閑差を平準化し
ます。

働き方改革等に取り組む物流事業者の積極的活
用

・取引先から検品方法（例.検品レス化、サンプル検品化、事後検品化等）や返品条件（例．「輸送用の外装段ボールに汚れ、擦り傷が

あっても、販売する商品に影響がなければ返品しない」）等の検品水準の適正化に関する提案があった場合は、真摯に協
議に応じるとともに、自らも積極的に提案します。

・働き方改革や輸送の安全性の向上等に取り組む物流事業者を積極的に活用します。
【参考１】自動車運送事業者のホワイト経営の「見える化」
　　　　　 平成３１年度中の認証制度の創設を目標に国土交通省の検討会で検討中
【参考２】安全性優良事業所（Ｇマーク事業所）都道府県別一覧表（全日本トラック協会HP）
            http://www.jta.or.jp/tekiseika/teki_list/gmark/index.html

高速道路の利用（※）

混雑時を避けた配送（※）

契約の相手方を選定する際の法令遵守状況の考
慮

検品水準の適正化

燃料サーチャージの導入

物流システムや資機材の標準化
・取引先や物流事業者から、データ・システムの仕様やパレットの規格等の標準化について要請があった場
合は、真摯に協議に応じるとともに、自らも積極的に提案します。

・物流事業者から燃料サーチャージの導入について相談があった場合には、真摯に協議に応じます。

C．運送契約の相手方の選定

・長距離輸送について、トラックからフェリー、ＲＯＲＯ船や鉄道の利用への転換を行います。この際に、運送
内容や費用負担についても必要な見直しを行います。

「ホワイト物流」推進運動
推奨項目リスト

【参考】

Ｅ．その他

（例）
・「トラック輸送の生産性の向上・物流の効率化」につながる独自の取組
・「女性や６０代の運転者を含む多様な人材が活躍できる働きやすい労働環境の実現」につながる独自の取
組

独自の取組
※独自の取組が複数ある場合は、E②、③、④…と番号を追加し
て下さい。
※項目名は、取組の内容に応じて適宜記載して下さい。

船舶や鉄道へのモーダルシフト（※）

・物流事業者から、高速道路の利用と料金の負担について相談があった場合は、真摯に協議に応じます。

・道路が渋滞する時間や着荷主側の混雑時間を避けるため、出荷時間や納品時間を分散させます。

・取引先から隔日配送化、定曜日配送化等の納品日の集約に関する提案があった場合は、真摯に協議に応
じるとともに、自らも積極的に提案します。

引越時期の分散への協力

物流を考慮した建築物の設計・運用

・契約する物流事業者を選定する際には、関係法令の遵守状況を考慮します。
【参考】自動車運送事業者の行政処分情報検索（国土交通省HP）
          http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03punishment/cgi-bin/search.cgi

宅配便の再配達の削減への協力

・自社が新規に建築する商業施設やオフィスビルについては、国土交通省「物流を考慮した建築物の設計・
運用について～大規模建築物に係る物流の円滑化の手引き～」を参考にして設計・運用します。

・配達希望日・時間帯の指定が可能となるように、自社のインターネット通販サイトを改良します。
・社宅への宅配ボックスの設置やオフィス受取を推進します。

・人事異動や社内制度の見直しにより、引越時期を分散させます。



「トラック輸送における取引環境・労働時間改善地方協議会」における平成30年度コンサルティング事業（実証実験）の実施集団選定状況

○１７都道府県において対象集団が決定。

都道府県 発荷主 運送事業者 着荷主 荷種

北海道 ○ ○ ○ 日用品

青森 〇 〇 ○ 青果物

秋田 ○ ○ ○ 農産物

東京 ○ ○ ○ 一般雑貨

富山 ○ ○ ○ 住宅用建材

新潟 ○ ○ ○ 加工食品

静岡 ○ ○ ○ 自動車部品

愛知 ○ ○ ○ 日用品

岐阜 ○ ○ ○ 金属加工製品

大阪 ○ ○ ○ 紙パルプ

和歌山 ○ ○ － 機械製品

広島 ○ ○ ○ 加工食品

岡山 ○ ○ － 住宅用建材

山口 ○ ○ ○ 加工食品

香川 ○ ○ ○ 加工食品

宮崎 ○ ○ ○ 青果物

鹿児島 ○ ○ ○ 食肉

資料４－３
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平成３１年度アドバンス事業及び今後の協議会について（案）

○パイロット事業では様々な輸送品目について取組みを行ってきたが、個々の輸送品目ごと
に抱える課題等に違いがあることから、輸送品目ごとの課題や実態を把握し、改善方策を
検証する。

〇地方によって輸送品目ごとに課題が異なる面もあることから、中央・地方の両方において関
係者と取組みを進める。

輸送品目別の取組の強化

〇荷待ち件数が特に多い分野で平成３０年度に設置した輸送品目別懇談会（加工食品、建設
資材、紙・パルプ）について、引き続き輸送品目別懇談会を開催し議論を行い、輸送品目に
応じた課題の抽出及び改善策の検討・検証を実施

○懇談会で得られた改善策について展開・浸透を図るべく、各運輸局単位で地方懇談会（既
存の地方協議会を活用することも想定）を設置し、輸送品目別懇談会から地方懇談会への
縦展開を図るとともに、地方懇談会から管内の各地方協議会に対して横展開を実施

○アドバンス事業として、地方懇談会ごとに輸送品目に係る実証実験を実施し、改善策に係
る効果を検証

〇検証で得られた有用な効果について、適宜ガイドラインや事例集へ反映

具体的取り組み（案）

資料４－４



荷待ち時間が特に長い輸送分野等における取組の推進

他の産業と比較して長時間労働・低賃金の状況にあるトラック運送業の将来の担い手を確保するために

は、荷主等の理解・協力なども得つつ、取引慣行上の課題も含めてサプライチェーン全体で解決を図って

いく必要がある。

一方、輸送品目によって輸送等の特性が異なる面があり、輸送品目に応じて検討を実施することが効果

的な面がある。

このため、荷待ち件数が特に多い分野等について、それぞれ課題の抽出を図るとともに、各都道府県ごと

に発着荷主及び運送事業者が参画して長時間労働の改善を図るために実施したパイロット事業のノウハ

ウの展開等を行う。

・現在生じている課題についての関係者間の

認識の共通化

・輸送品目ごとのサプライチェーン全体における

生産性向上等に関する課題の抽出

・改善策について、パイロット事業により得られ

たノウハウも活用しつつ関係者間で検討・検証

・改善策についての展開・浸透

398

350

339

326

281
182168141

98
94

1515

30分以上の荷待ち時間が生じた件数（輸送品目別）
加工食品

飲料・酒

建築・建設用
金属製品

紙・パルプ

その他

N=3,892（件数）

件

件

件

件

件

件

件

件

生鮮食品

件件

件

セメント・コンクリート
日用品

鉄鋼厚板・金属薄板等金属米・麦・穀物

プラスチック性
部品・加工品等

検討事項のイメージ

平成30年5月30日
第4回関係省庁連絡会議資料
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○トラック輸送における取引環境・労働時間改善協議会において、平成28年度から平成29年度にかけて、発着
荷主及び運送事業者が一体となって長時間労働の改善に取り組むパイロット事業を実施。

○パイロット事業では、様々な輸送品目について取組を行ってきたが、個々の輸送品目ごとに抱える課題や特性
に違いがあるところであり、関係者が連携して課題解決を図っていく上では、輸送品目別に検討を行うことが
効果的。

○昨年7月に実施した荷待ち時間の調査において、加工食品関係が件数が最も多かったことも踏まえ、加工食品
における物流に関係する幅広い関係者からなる懇談会を設置。

○関係者間で存在する課題についての意識共有やパイロット事業等のノウハウ等の共有及び取組の展開を図り、
トラックドライバーの労働時間の改善・サプライチェーン全体における効率化を図る。

加工食品物流における生産性向上及びトラックドライバーの労働時間改善に
関する懇談会について

矢野 裕児 流通経済大学教授（座長）
堀尾 仁 味の素株式会社理事 食品事業本部 物流企画部長
小谷 光司 三菱食品株式会社ロジスティクス本部

戦略オフィス室長
鷲野 博昭 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

ＱＣ・物流管理本部物流・生産管理部
東日本物流管理 副総括マネジャー

戸川 晋一 株式会社ヤオコー取締役情報システム部長
兼ロジスティクス推進部長

谷 章 一般社団法人日本スーパーマーケット協会
会員サポート部長

北條 英 日本ロジスティクスシステム協会
JILS総合研究所 ロジスティクス環境推進センター
センター長

西願 廣行 日本冷蔵倉庫協会副会長
飯原 正浩 株式会社丸和運輸機関常務執行役員
坂本 隆志 全日本トラック協会食料品部会 部会長
村西 正実 全日本トラック協会 審議役

「加工食品物流における生産性向上及びトラックドライバーの労働時間改善に関する懇談会」委員

【行政】
黒澤 朗 厚生労働省労働基準局労働条件政策課長
宮浦 浩司 農林水産省食料産業局食品流通課長
東野 昭浩 農林水産省食料産業局食品製造課長
伊奈 友子 経済産業省商務・サービスグループ

消費・流通政策課物流企画室長
山田 輝希 国土交通省総合政策局物流政策課長
多田 浩人 国土交通省大臣官房参事官（物流産業）
平嶋 隆司 国土交通省自動車局貨物課長

※第１回懇談会を平成30年6月29日、
第２回懇談会を平成30年12月13日に開催

２



○リードタイムに関しては、成功事例を横展開すればよいのではなく、世の中全体が変わらないと意味がな
い。リードタイムを延長しても皆が困らないことを示すべきである。

○リードタイムを延長するというのは、納品日をフレシキブルにする方式もある。発注日は一緒で、何日か
ら何日までの間に納品してもらえればよい、来週届けてもらえればよい、というのがあれば配送しやす
い。

○1/3ルールの改善は決まった話であり、どう広めていくのかというフェーズにある。決まっているのに何
故進まないのかという点が論点である。メーカー各社年月表記に変えている中、どう進めるかということ
を検討すべきである。

○パレット単位での発注の仕組・システムについては大手各卸は対応済である。一方でパレット単位で発注
出来る商品は約20%程度で残りは約80%程度はパレット単位に満たないほどスロームーブである。これ
をパレット化するには商品自体の規格がある程度統一されないとパレタイズ化が難しい。

○事前出荷情報の課題は、どうやって標準化するかという点である。日本の一般的な物流システムでは、こ
の標準化がなかなか進まない。行政主導で標準化をするという点にはチャンスがある。

○国の政策により消費が上向くという話だが、最終的に小売店が店を開いて売っている、サービス業がサー
ビスを提供しているというのがあってこそ、消費拡大は初めて成立する。そこが動いているのが大前提で
あることは念頭に置いて頂きたい。

○ホワイト物流推進運動は重要な取組みであると認識している。加工食品物流の生産性と品質のバランス最
適化という考え方が定着できるような項目が必要と考える。過度な物流品質の達成や365日日付管理等、
その必要性があるのかといったことを、国民、中間メーカー、メーカーのトップも含めて意識できるよう
になれば世の中変わっていくのではと思う。

加工食品物流における生産性向上及びトラックドライバーの労働時間改善に
関する懇談会について

第２回開催時の主な意見
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加工食品物流における生産性向上及びトラックドライバーの労働時間改善に
関する懇談会について

実証実験案

【小口多頻度・短いリードタイム配送の抑制】
リードタイムを1日延長することによる配車効率の向上

商品の発注翌日に配送を行うと、トラックの手配に手間がかかり、混載の場合には積載率が低いまま配送を
行ったり、直前まで配車できるトラックが見つからず、指定の時間に間に合わなかったりすることもある。

そのため、発注から配送までのタイムラグを1日延長し、配送頻度や1日の配送量は変えずに効率的な配送
を行う。

1日前発注

前日手配のため配車が間に合わない、
効率的な積載が出来ないことがある

2日前発注

前々日手配のため、余裕を持った配車が可能。隔日発注で
はなく、単に発注から配送までが1日増えるだけなので、1日
あたりの配送量等は変わらず、現場への負担も少ない。

【発注者】【受注者】

【発注者】【受注者】

Before

After
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○トラック輸送における取引環境・労働時間改善協議会において、平成28年度から平成29年度にかけて、発着
荷主及び運送事業者が一体となって長時間労働の改善に取り組むパイロット事業を実施。

○パイロット事業では、様々な輸送品目について取組を行ってきたが、個々の輸送品目ごとに抱える課題や特性
に違いがあるところであり、関係者が連携して課題解決を図っていく上では、輸送品目別に検討を行うことが
効果的。

○昨年7月に実施した荷待ち時間の調査において、紙・パルプ関係が件数が多かったことも踏まえ、紙・パルプ
における物流に関係する幅広い関係者からなる懇談会を設置。

○関係者間で存在する課題についての意識共有やパイロット事業等のノウハウ等の共有及び取組の展開を図り、
トラックドライバーの労働時間の改善・サプライチェーン全体における効率化を図る。

紙・パルプ物流における生産性向上及びトラックドライバーの労働時間改善に
関する懇談会について

「紙・パルプ物流における生産性向上及びトラックドライバーの労働時間改善に関する懇談会」委員

矢野 裕児 流通経済大学教授(座長)
伊藤 洋一 日本製紙連合会物流委員会委員長
有坂 直樹 日本洋紙代理店会連合会物流委員会委員長
難波 睦雄 日本板紙代理店会連合会白板紙部会長
井元 伸哉 (株)竹尾 執行役員
小澤 典由 日本印刷産業連合会 常務理事
佐藤 行伸 全国段ボール工業組合連合会
上野 正人 ＪＰトランスポートサービス(株)代表取締役社長
中島 義弘 王子陸運(株) 代表取締役社長
近野 裕之 平田倉庫(株) 常務取締役東京支店長
松崎 宏則 全日本トラック協会 常務理事

※第１回懇談会を平成30年12月6日に開催

矢野 裕児 流通経済大学教授(座長)
今枝 英治 全国家庭紙同業会連合会理事長
田北 裕之 日本家庭紙工業会会長
藤原 愛三 全国化粧品日用品卸連合会 専務理事
西井 勝己 (株)浅井 取締役配送システム事業部長
松崎 宏則 全日本トラック協会 常務理事

※第１回懇談会を平成30年12月13日に開催

【行政】
黒澤 朗 厚生労働省労働基準局労働条件政策課長
湯本 啓市 経済産業省製造産業局素材産業課長
山田 輝希 国土交通省総合政策局物流政策課長
多田 浩人 国土交通省大臣官房参事官(物流産業)
平嶋 隆司 国土交通省自動車局貨物課長

洋紙・板紙分野 家庭紙分野
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○荷待ち時間が多いというのが大きな問題で、発側、着側両方に問題がある。板紙は直納が多いので、発側
工場に到着した時にまだ製品が出来ておらず工場内でロットに合わせる、という理由で荷待ちが生じるこ
とがある。

○紙・パルプのドライバーになり手がいないのは、作業の危険さがある。原紙のロールを重ねて積んで、そ
れを卸す作業は、教育してもできる前に辞めてしまう。巻き取り紙は、横積みにした場合、特殊な荷役と
なり、このノウハウは難しい。

○午前納品が多いので、午後はトラックが空く。朝一の集中は大きく、朝一番で行っても１０台待っている
こともあり、これを1時間以内で卸すことは困難な状況である。これは、納品先が時間帯毎に枠を決めて
やれば解決するだろうが、帰り荷を確保するタイミングであわせることにも配慮が必要である。荷待ち時
間の短縮だけではなく、ドライバーの効率化も同時に必要であると考える。

○小口化がますますひどくなっている。２トン車が中心だが、２～４トン車で１日３０件近く配送するよう
な状況で非常に厳しい。

○出版業者は取次業者に納品するが、納品時に１－２時間は待つのは当たり前で、この待ち時間をなんとか
して欲しい。昨年9月から取次業者との打ち合わせの場が設定されて議論しているが、いい打ち手がな
い。出版の場合、発売日が集中することが要因であると考えて、もう少し分散できないか？との検討も実
施しており、昨年から取り組みが小さく始まっている。前日にできたら前日の夕方に運送する等も提案し
ている。やはりサプライチェーンという考えで進めていく必要があると認識をしている。受ける部分も含
めて平準化ができれば良いと考えている。

○印刷会社は帰り荷がなくピストン輸送になるので、積載効率を上げることが困難で、回転率を上げるのも
難しい。これらの運賃が上がらない要因になっているが、配送効率を上げようもない。

第１回（洋紙・板紙分野）開催時の主な意見

紙・パルプ物流における生産性向上及びトラックドライバーの労働時間改善に
関する懇談会について
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○物流の生産性を上げる過程で、いわゆる小売業者が大型化する事によって、小売業者自身がセンターを整
備している。取引先の数だけトラックが来るという事は非常に非効率という事で、物流改革が始まってい
る。その中で、唯一に近い形でセンター納品から除外されている代表的なカテゴリーが家庭紙である。

○単価が低いために、運送業者からの改善要望や値上げの要請など交渉が難しい。これまで低単価で売って
いたが、低単価であるがゆえに、人件費の増加、高騰を吸収することはなかなかできない。

○労働時間の短縮等の点だと、前日の夕方に注文を頂き、翌日午前中指定というのも結構ある。時間外労働
しなければならないリードタイムを要求される。短いリードタイムで処理することは困難なのに、午前納
品を希望する小売業者が多いのが現状。また、商品が嵩張るためバックヤードに置けず、大型の小売業者
からは日曜日以外ほぼ毎日注文、納品というケースもある。

○以前はメーカーが仕立てた大型トラックが、そのメーカーの商品全てを積んで納品していたが、多品種小
ロット化という動きもあり、必要な分だけ届けられる形があればということで、卸がメーカーに発注する
と同時に運送会社にも発注する合い積みという方法で、卸主導のシステムができている。

○ビール業界が実施したように、家庭紙業界でも専用パレットを作ろうと、レンタルパレット屋と共同で始
めているところ。積載効率80%以上を目指し、パレットで運ぶようにしている。

○待ち時間は日用品の業界や加工食品業界が多い。異業種交流委員会として、加工食品の話をすると、即席
麺がほとんど手積み手卸しになっている。専用パレットを作成したが、入らないので、特売用のパレット
で回している。共同利用をぜひ進めて欲しい。

○受け側の人手不足もあり1人で何台も対応しなければならない。労働時間を短くする課題の中で、納品時
間指定にも大きな問題となる。パレット化は改善の手がかりにはなるが、それだけでは大きくは変わらな
いだろう。

第１回（家庭紙分野）開催時の主な意見

紙・パルプ物流における生産性向上及びトラックドライバーの労働時間改善に
関する懇談会について
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○トラック輸送における取引環境・労働時間改善協議会において、平成28年度から平成29年度にかけて、発着
荷主及び運送事業者が一体となって長時間労働の改善に取り組むパイロット事業を実施。

○パイロット事業では、様々な輸送品目について取組を行ってきたが、個々の輸送品目ごとに抱える課題や特性
に違いがあるところであり、関係者が連携して課題解決を図っていく上では、輸送品目別に検討を行うことが
効果的。

○昨年7月に実施した荷待ち時間の調査において、建設資材関係が件数が多かったことも踏まえ、建設資材にお
ける物流に関係する幅広い関係者からなる懇談会を設置。

○関係者間で存在する課題についての意識共有やパイロット事業等のノウハウ等の共有及び取組の展開を図り、
トラックドライバーの労働時間の改善・サプライチェーン全体における効率化を図る。

建設資材物流における生産性向上及びトラックドライバーの労働時間改善に
関する懇談会について

「建設資材物流における生産性向上及びトラックドライバーの労働時間改善に関する懇談会」委員

矢野 裕児 流通経済大学教授(座長)

奥田慶一郎 日本建材・住宅設備産業協会専務理事

中野 優 日本建設業連合会建築生産委員会施工部会副部会長

大西 康之 日本建設業連合会公共工事委員会生産性向上部会長

柳 求 住宅生産団体連合会環境・安全部長

山崎 晃生 合同製鐵(株)常務執行役員

鎮目 隆雄 (株)フコックス代表取締役社長

瀧本 雅弘 豊橋センコー運輸（株）本社営業所 所長

松崎 宏則 全日本トラック協会 常務理事

【行政】

黒澤 朗 厚生労働省労働基準局労働条件政策課長

縄田 俊之 経済産業省製造産業局生活製品課住宅産業室長

山田 輝希 国土交通省総合政策局物流政策課長

多田 浩人 国土交通省大臣官房参事官（物流産業）

髙橋 謙司 国土交通省土地・建設産業局建設業課長

長谷川貴彦 国土交通省住宅局住宅生産課長

平嶋 隆司 国土交通省自動車局貨物課長

※第１回懇談会を平成30年12月21日に開催
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○建設資材の物流は複雑である。例えば窓で考えた場合、アルミサッシに組み立てた後に持っていく場合は
製造業だが、ガラスで運ぶ場合は卸売業となり、その時の契約によって異なる。１つの会社でも、製造
業、建設業等複数の側面があり、また、下請けとの関連も出てくる。

○住宅から非常に大きなビルまで広範囲にわたる現場の議論をしている。ドライバーの作業環境改善を目指
しているのか、運送の合理化、適正化を目指しているのか、焦点が絞れない。

○土木は公共工事が多い関係で、施工の記録などを写真で残さなくてはならない。特車が申請ルートの通り
にちゃんと通ってきているか、これも写真撮影をして記録を残すことに時間と手間を要している。

○街の建材店が間に入ってくる物流ルートでは、地域の建材店が、在庫量・物流を調整するコーディネー
ター的な役割をしており、様々な種類の建材を現場の工程に合わせて運ぶため、結果として物流の効率化
に寄与していると考えられる。住宅メーカーの物流センターでの荷待ちや現場直送ルートに比べて物流上
の問題は起きにくいのではないか。

○建設用の鋼材を製造・出荷する場合、現場に直接持ち込むルートもあるが、前作業を実施する加工業者の
作業場に持ち込むことが多い。本来は荷卸しの際に玉掛け等はやらない契約だが、ドライバーが荷待ち時
間を減らしたいので玉掛けを手伝うことが常態化しており、安全等の問題もある。

○コンプライアンスを守る為に目いっぱいやっているが、受け入れ側の対応を改善して頂きたい。現状を
ちゃんと伝えないと、物流が止まってしまうくらいの危機感がある。労働時間、生産性の向上という事で
は、自助努力は限界なのでぜひやって頂きたい。

○現場では工事の進捗具合によって、荷卸しができず「持ち帰り」となるケースもある。帰りに他の荷物を
運ぶ予定がある場合、一旦持ち帰って、またその荷物を取りに行くという非効率な場合もあり、長時間労
働の原因にもなっている。

第１回開催時の主な意見

建設資材物流における生産性向上及びトラックドライバーの労働時間改善に
関する懇談会について

９



「荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改善に向けたセミナー」について

トラック事業者と荷主が連携して実施した、トラック運送事業における荷待ち時間の削減や荷
役作業の効率化など長時間労働の抑制を図るためのパイロット事業の成果を取りまとめたガイ
ドライン等の周知や具体的な改善事例の紹介等を目的とした「荷主と運送事業者の協力による
取引環境と長時間労働の改善に向けたセミナー」を２月５日より全国各地で開催。

東京 ： 2月7日（木） 名古屋： 2月5日（火）

2月13日（水） 札幌 ： 2月22日（金）

大阪 ： 2月15日（金） 広島 ： 2月26日（火）

3月22日（金） 仙台 ： 2月27日（水）

福岡 ： 2月19日（火） 新潟 ： 2月28日（木）

3月19日（火） 高松 ： 3月6日（水）

開催スケジュール（実施済みを含む）

荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改
善に向けたガイドラインについて
・トラック運送サービスを持続的に提供可能とするためのガ
イドラインについて
貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律について
取引環境と長時間労働改善事例の紹介
各種取引関係のルール等について

プログラム

セミナーの様子

名古屋会場 東京会場

資料４－６



法令を遵守しつつトラック運送機能の持続的確保を図る上でコストが

必要になることについて、荷主・運送事業者双方の共通理解を促すた

めにガイドラインとしてとりまとめました。

～荷主・運送事業者双方の共通理解に向けて～

トラック運送サービスを持続的に

提供可能とするためのガイドライン

資料７
 

資料４－７

ayqbzh-wp3a
四角形

ayqbzh-wp3a
四角形



○ トラックドライバーは、以下の改善基準告示(※1)を遵守する義務があります。

① コンプライアンス（法令遵守）は、安全確保等の観点から重要です。

拘 束 時 間
（始業から終業までの時間）

・１日(※2) 原則１３時間以内
最大１６時間以内（15時間超えは週2回以内）

・１か月 ２９３時間以内

休 息 期 間
（勤務と勤務の間の自由な時間）

・継続して８時間以上

運 転 時 間
・２日平均で、１日あたり９時間以内
・２週間平均で、１週間あたり４４時間以内

連続運転時間
・４時間以内

トラック運送機能の安定的・継続的な提供を可能とするために
～荷主・運送事業者双方の共通理解に向けて～

② 「拘束時間」は、荷物を運んで運転している時間だけではなく、点検・回送

運転・荷待・荷役・休憩等の時間も含みます。

③ コンプライアンス違反を防ぐためには、

・荷待や荷役時間の長時間化の抑制、

・高速道路等の利用による運転時間の短縮、等について、

荷主側の理解・協力が重要です。

点検
点呼

運転時間 荷役時間

付
帯
作
業

荷待時間
そ
の
他

休憩

0:30 6:41 1:45 2:44
0:11

1:23 0:12

平均
拘束時間

13:27

出典：トラック輸送状況の実態調査（H27）
拘束時間

※2 (1)1日拘束16時間を超える運送はできない

※拘束時間等のルールに加え、働き方改革関連法により、H36年4月（2024年4月）から、時間外労働
時間について「年間960時間以内」の上限が設けられます。

(2)週3日以上1日拘束15時間を超える運送はできない

※1 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準（平成元年労働省告示第７号）

ﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄ ： 検品・ラベル貼り等の付帯作業の範囲については、荷主・運送事業者双方で協議した上で契約で定め

ておくことが重要です。 1



(1) 高速道路利用等による拘束時間短縮（例）→限られた時間での効率的運送が可能

高速道路を利用せず拘束時間ルールを遵守しようとすると…

① 交代運転者が必要（２人分の人件費が必要）、又は、
② １日戻りではなく、２日間運行とする必要あり（所要時間・コスト増加、効率悪化）

①高速道路利用(平均速度UP↑)、②フェリー等の利用(乗船時間は全て休息期間)により、拘束時間を短縮

一般道の走行では拘束時間のルールを守ることができない。

高速道路利用により拘束時間のルールを遵守することが可能に！

コンプライアンス（法令遵守）のための取組例

※一般道35km/h、高速道70km/hで走行するとして試算

高速利用料は必要

2



(2) 受付予約システム・機械荷役等による拘束時間短縮（例）
→限られた時間での効率的な運送が可能

荷待・荷役時間が長くなることによるコンプライアンス違反を回避するため、
①トラック受付予約システム等による荷待時間を短縮、②パレット等の機械荷役による荷役時間を短縮

荷待・荷役時間が長くなることで拘束時間のルールを守ることができない。

受付予約システム・機械荷役等で荷待ち時間等を短縮することにより
ルールを遵守することが可能に！

コンプライアンス（法令遵守）のための取組例

※一般道35km/h、高速道70km/hで走行するとして試算

荷主側の協力
が不可欠

3



④法令を遵守しつつ運送機能が持続的に提供されるためには、運送に必要
なコストが賄われることが重要です。

○ トラック運送機能を持続的に提供していく上では、以下のようなコストが発生しま

す。

(1) 直接費（運送費）

①運行費、②車両費、③ドライバー人件費等、④自動車関連諸税・保険料、等

(2) 間接費

①一般管理費、②施設費、③事故処理費、④租税公課等

○ 法令を遵守しつつ持続的に運送機能が提供される上では、こうした必要となるコ

ストを賄えることが重要となります。

燃料費 油脂費 修理費

タイヤ・チューブ費 尿素水費等

減価償却費 車両リース費

自動車取得税 自動車重量税 自動車税

自賠責保険 任意保険

福利厚生費 退職金等

運行費

人件費
ドライバーの
人件費

運行管理者の
人件費

その他運送費

車庫の賃料 高速使用料

ドラレコ・デジタコの導入管理費

安全管理機器等の導入管理費

荷物固定・保護用の機器等の購入費

一般管理費 施設費

事故処理費 租税公課雑費等

距
離
に
比
例

時
間
に
比
例

運送に必要なコスト

直接費
（運送費）

間接費
直接費に対し約3割強(※4)

ドライバー・運管の人件費
に対し約2割(※1~3)

車両費

自動車関連諸税
・保険料

※1 福利厚生費比率は平成28年度全日本トラック協会経営分析報告書に基づき試算
※2 法定福利費事業者負担比率は厚生労働省等HPより
※3 福利厚生費には法定福利費を含む
※4 平成28年度中小企業実態基本調査に基づき試算

100

約
32
＋
α

4



人件費・
福利厚生費
について
（※4）

※1 平成29年賃金構造基本統計調査に基づき試算

※2 福利厚生費比率は平成28年度全日本トラック協会経営分析報告書に基づき試算

※3 法定福利費事業者負担比率は厚生労働省等HPより

※4 福利厚生費には法定福利費を含む

トラックドライバーは深刻な人材不足で、ドライバーの年齢構成も高
齢化が進む一方です。他産業と比べて、給与の時間単価は約２割～
３割低く、今後人材を確保していく上では、この差が縮小するようにし
ていくことが重要となります。

コンプライアンス（法令遵守）のために、福利厚生費等は必要不可欠
なコストです。

●一般的に福利厚生費は、運転者人件費に対して、その18%がかかる

●運行に対して間接的な面が強いが、コスト計算をする際には適切に計上する

※2~4

0.6

0.9
5.0% 9.15%

0.79

0.29
1.49

内訳

ドライバー・運行管理者人件費

福

利

厚

生

費

退

職

金

100 約18

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

所定内時間単価（賞与等込み） 超過時間単価

人件費（時間単価）

全産業 大型トラック 普通・小型トラック ※1

雇用保険

労災保険

健康保険 厚生年金保険 介護保険

子ども、子育て拠出金

福利厚生費

（円）

計18.22%
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燃料費
について

0 2 4 6 8

10ﾄﾝ以上

8ﾄﾝ～10ﾄﾝ未満

2ﾄﾝ超え～4ﾄﾝ以下

～2ﾄﾝ以下

車種区分ごとの平均燃費平均燃費

注：冷蔵冷凍車等は上記よりも燃費が悪化

※2 平成28年度中小企業実態基本調査に基づき試算
（トラック事業者の99.9%は中小企業者であり、きわめて零細性が強い。）

間接費
について

※1 平成23年度全日本トラック協会調査データ及び平成27年度九州トラック協会調査
データに基づき試算

燃料費は、車種や距離に応じて変動しますが、必要不可欠なコストで
す。

燃料価格は大きく変動します。その変動はトラック事業者がコント
ロールできないため、燃料サーチャージ制の導入が重要となります。

直接費の他に間接費が必要となります。（一般管理費、施設費等）

●間接費は、平均直接費（運送費）の3割強相当。 ※2

99.2

147.6 

114.4 

25.0

45.0

65.0

85.0

105.0

125.0

145.0

165.0

185.0

平
成
2
0
年
1
月

平
成
2
1
年
1
月

平
成
2
2
年
1
月

平
成
2
3
年
1
月

平
成
2
4
年
1
月

平
成
2
5
年
1
月

平
成
2
6
年
1
月

平
成
2
7
年
1
月

平
成
2
8
年
1
月

平
成
2
9
年
1
月

平
成
3
0
年
1
月

軽 油

出典：資源エネルギー庁「石油製品価格調査」

（円／ℓ）

※1

直接費（運送費） 間接費

100 約32+α

(Km / L)
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○ 改善基準告示に違反した場合

① トラック事業者 ⇒ 行政処分を受けることとなります

② 荷主企業等 ⇒ 関与がある場合、荷主勧告制度による勧告（社名公

表）や警告を受けるおそれがあります。

⑤国土交通省はコンプライアンス（法令遵守）を強化し、働き方改革を進
めるために、ルール違反に関する行政処分の強化等を進めています。

⑥改善基準告示等のルール違反については、トラック事業者への処分に加
え、荷主勧告制度に基づく勧告等が行われる場合があります。

○ 違反事業者に対する行政処分の強化（停車日数の引上げ）

○ 事業停止を課するトラック車両数を、最大５割まで引上げ

○ 監査の強化

一部未加入：10日車
全部未加入：20日車

未加入1名：警告
未加入2名：20日車
未加入3名：40日車

（ex）社会保険等未加入

（ex）処分150日車のとき、営業所あたりの配置車両数が

5両：2両×75日
10両：2両×75日

100両：7両×18日、1両×24日

5両： 2両×75日
10両： 5両×30日

100両：15両×10日

国土交通省では、法令遵守のために以下のような取組みを行っています。

⑦荷主都合30分以上の荷待ちは「乗務記録」に記載する必要があります。

○ 荷主都合により30分以上待機した場合

・集荷地点等

・集荷地点等への到着/出発日時

・荷積み/荷卸しの開始/終了日時

等を「乗務記録」の記載対象として追加する必要があります。

※車両総重量8ﾄﾝ以上または最大積載量5ﾄﾝ以上のトラックに限ります。

7



〇荷待ち・荷役時間の抑制と待機時間料等

発生するコストを賄えない状況では、コストを無理に削減するため、１人のドラ
イバーで拘束時間等の限度を超えて運行したり、適切な点検整備等が行われない
など、コンプライアンス違反が惹起されるおそれが増加します。

燃料価格の変動に対応した燃料費

燃料価格が上昇した場合には、自動的に燃料

費も上昇することになりますので、燃料価格の変

動に対応してコスト回収ができる「燃料サーチャー

ジ制」を導入することが重要です。

法令を遵守したトラック運送機能を、少子高齢化が進む中、安定的に提供するためには、
荷主及び運送事業者双方の理解と協力のもとでの下記のような取組が必要（まとめ）

長距離運行には、高速道路やフェリー等の利用が効果的
→ そのために実費として利用料のコストを賄えることが重要
※フェリー等の利用については、リードタイムの確保も重要となります。

①コンプライアンス（法令遵守）のために、長時間の荷待ち・荷役が発生しないこと
が重要

②また、荷主都合により生じた待機時間や付帯作業等に対する料金は、運送の
対価である「運賃」とは別建てで収受される必要があります。

③荷待ち・荷役時間の短縮には、トラック受付予約システムや機械荷役が効果的
→予約システム＿システムの導入や検品、仕分け作業の効率化が必要
→機械荷役＿パレット等の利用、フォークリフト等の利用が必要

効率的な運送を可能にするために

車両の点検整備費、ドライバーの健康管理費、社会保険料等

こうした安全を確保する上で必要なコストや福利厚生費等もルールを

守る上で必要になるコストです。

〇高速道路料金・フェリー料金等

※高速道路やフェリー等を利用しない場合は、追加のドライバー等を用意
→ 追加のコスト（人件費）が必要（ ）

トラックドライバーの長時間労働改善等のガイドラインをまとめました。
（ HP :  http://www.mlit.go.jp/common/001259787.pdf  ）

トラック運送業における燃料サーチャージ緊急ガイドラインについて
（ HP : http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk4_000004.html ）
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国土交通省 適正取引相談窓口 一覧

貨物課 03-5253-8575

自動車交通部 貨物課 011-290-2743

札幌運輸支局 輸送・監査担当 011-731-7167

函館運輸支局 輸送・監査担当 0138-49-8863

室蘭運輸支局 輸送・監査担当 0143-44-3012

帯広運輸支局 企画輸送・監査担当 0155-33-3286

釧路運輸支局 輸送・監査担当 0154-51-2514

北見運輸支局 企画輸送・監査担当 0157-24-7631

旭川運輸支局 輸送・監査担当 0166-51-5272

自動車交通部 貨物課 022-791-7531

宮城運輸支局 輸送・監査部門 022-235-2515

福島運輸支局 輸送・監査部門 024-546-0343

岩手運輸支局 輸送・監査部門 019-638-2155

青森運輸支局 輸送・監査部門 017-739-1502

山形運輸支局 企画輸送・監査部門 023-686-4712

秋田運輸支局 企画輸送・監査部門 018-863-5813

自動車交通部 貨物課 045-211-7248

東京運輸支局 輸送担当 03-3458-9233

神奈川運輸支局 輸送担当 045-939-6801

埼玉運輸支局 輸送・監査担当 048-624-1835

群馬運輸支局 企画輸送・監査担当 027-263-4440

千葉運輸支局 輸送・監査担当 043-242-7336

茨城運輸支局 輸送・監査担当 029-247-5348

栃木運輸支局 企画輸送・監査担当 028-658-7011

山梨運輸支局 企画輸送・監査担当 055-261-0880

自動車交通部 貨物課 025-285-9154

新潟運輸支局 輸送・監査部門 025-285-3124

長野運輸支局 輸送・監査部門 026-243-4603

石川運輸支局 輸送・監査部門 076-208-6000

富山運輸支局 輸送・監査部門 076-423-0893

自動車交通部 貨物課 052-952-8037

愛知運輸支局 輸送担当 052-351-5312

静岡運輸支局 輸送・監査担当 054-261-1191

岐阜運輸支局 輸送・監査担当 058-279-3714

三重運輸支局 輸送・監査担当 059-234-8411

福井運輸支局 輸送・監査担当 0776-34-1602

自動車交通部 貨物課 06-6949-6447

大阪運輸支局 輸送部門 072-822-6733

京都運輸支局 輸送・監査部門 075-681-9765

奈良運輸支局 企画輸送・監査部門 0743-59-2151

滋賀運輸支局 企画輸送・監査部門 077-585-7253

和歌山運輸支局 輸送・監査部門 073-422-2138

兵庫陸運部 輸送部門 078-453-1104

自動車交通部 貨物課 082-228-3438

広島運輸支局 輸送・監査担当 082-233-9167

鳥取運輸支局 輸送・監査担当 0857-22-4120

島根運輸支局 輸送・監査担当 0852-37-1311

岡山運輸支局 輸送・監査担当 086-286-8122

山口運輸支局 輸送・監査担当 083-922-5336

自動車交通部 貨物課 087-802-6773

香川運輸支局 企画輸送・監査部門 087-882-1357

徳島運輸支局 輸送・監査部門 088-641-4811

愛媛運輸支局 輸送・監査部門 089-956-1563

高知運輸支局 輸送・監査部門 088-866-7311

自動車交通部 貨物課 092-472-2528

福岡運輸支局 輸送部門 092-673-1191

佐賀運輸支局 企画輸送・監査部門 0952-30-7271

長崎運輸支局 輸送・監査部門 095-839-4747

熊本運輸支局 輸送・監査部門 096-369-3155

大分運輸支局 輸送・監査部門 097-558-2107

宮崎運輸支局 輸送・監査部門 0985-51-3952

鹿児島運輸支局 輸送・監査部門 099-261-9192

運輸部 陸上交通課 098-866-1836

陸運事務所 輸送部門 098-877-5140

自動車局

北海道運輸局

東北運輸局

関東運輸局

北陸信越運輸局

中部運輸局

近畿運輸局

中国運輸局

神戸運輸監理部

四国運輸局

九州運輸局

沖縄総合事務局

担当部局 担当部課 運輸支局担当部署 電話番号 担当部局 担当部課 運輸支局担当部署 電話番号



貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律（議員立法）の概要 （平成30年法律第96号）

経済活動 ・ 国民生活を支えるトラック運送業の健全な発達を図るため規制の適正化を図るほか、その業務について、平成36年度から時間外労働
の限度時間が設定される（＝働き方改革法施行）こと等を踏まえ、その担い手である運転者の不足により重要な社会インフラである物流が滞ってし

まうことのないよう、緊急に運転者の労働条件を改善する必要があること等に鑑み、所要の措置を講じる。

改正の目的

改正の概要

① 欠格期間の延長等

② 許可の際の基準の明確化

③ 約款の認可基準の明確化

１．規制の適正化

① 輸送の安全に係る義務の明確化

事業用自動車の定期的な点検・整備の実施 等

② 事業の適確な遂行のための遵守義務の新設

２．事業者が遵守すべき事項の明確化

【平成35年度末までの時限措置】

(1) トラック事業者の違反原因となるおそれのある行為を荷主がしている疑いがある場合
→ ①国土交通大臣が関係行政機関の長と、当該荷主の情報を共有

②国土交通大臣が、関係行政機関と協力して、荷主の理解を得るための働きかけ

(2) 荷主への疑いに相当な理由がある場合
→ 国土交通大臣が、関係行政機関と協力して、要請

(3) 要請をしてもなお改善されない場合
→ 国土交通大臣が、関係行政機関と協力して、勧告＋公表

荷主の行為が独占禁止法違反の疑いがある場合→ 公正取引委員会への通知

① 荷主の配慮義務の新設

トラック事業者が法令遵守できるよう、荷主の配慮義務を設ける

・ 制度の対象に、貨物軽自動車運送事業者を追加

・ 荷主勧告を行った場合には、当該荷主の公表を行う旨を明記

③ 国土交通大臣による荷主への働きかけ等の規定の新設

② 荷主勧告制度（既存）の強化

３．荷主対策の深度化

４．標準的な運賃の告示制度の導入 【平成35年度末までの時限措置】

施行日 ： （１．～３．）公布日から起算して１年６月を超えない範囲内において政令で定める日 （４．）公布日から起算して２年を超えない範囲内において政令で定める日

法令に違反した者等の参入の厳格化

・ 欠格期間の延長（２年⇒５年）

・ 処分逃れのため自主廃業を行った者の参入制限

・ 密接関係者（親会社等）が許可の取消処分を受けた者
の参入制限 等

・ 安全性確保（車両の点検・整備の確実な実施等）

・ 事業の継続遂行のための計画（十分な広さの車庫等）

・ 事業の継続遂行のための経済的基礎（資金） 等

以下について、適切な計画・能力を有する旨を要件
として明確化

荷待時間、追加的な附帯業務等の見える化を図り、

対価を伴わない役務の発生を防ぐために基準を明確化

→ 原則として運賃と料金とを分別して収受
＝ 「運賃」：運送の対価 「料金」：運送以外のサービス等

・ 車庫の整備・管理

・ 健康保険法等により納付義務を負う保険料等の納付

（労働条件の改善・事業の健全な運営の確保のため）

国土交通大臣が、標準的な運賃を定め、告示できる

トラック事業者の努力だけでは働き方改革・法令遵守を進めることは困難 （例：過労運転、過積載等）

→ 荷主の理解・協力のもとで働き方改革 ・法令遵守を進めることができるよう、以下の改正を実施

（許可後、継続的なルール遵守）

※ 「荷主」には元請事業者も含まれる。

【公布日 ： 平成30年12月14日】

【背景】 荷主への交渉力が弱い等
→ 必要なコストに見合った対価を収受しにくい

→ 結果として法令遵守しながらの持続的な
運営ができない

法令遵守して運営
する際の参考となる
運賃が効果的

標準的な運賃の告示制度の導入

資料４－８



月 火 水 木 金日

やや混雑が予想されます 混雑が予想されます 特に混雑が予想されます

上記を参考に（2月または４月中旬以降）のお引越の検討をお願い致します
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特に混み合うことが予想されます特に混み合うことが予想されます

引越混雑予想カレンダー

4月4月

20192019年年
33 44～～月月 月月

土

にご協力をにご協力を
お願いしますお願いします！！

今年春、引越をご検討のお客様！

分散引越分散引越
引越繁忙期対策チラシ

例年、3、4、9、10月の時期は引越のご依頼が集中します。
特に３月中旬から下旬、4月上旬に集中することが
例年のパターンから予想されます。加えて、最近の人手不
足により、混み合う時期は「希望日にあう事業者が見つか
らない」など、ご希望に添えない場合もあります。
トラブルのないスムーズなお引越のためにも、混雑時期を
外したお引越をご検討くださいますようご理解・ご協力を
お願い致します。
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